
量
刑
事
情
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
。

最
高
裁
に
お
い
て
昭
和
四

0
年
代
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
一
覧

一
、
紹
介
方
法
及
び
凡
例

最
高
裁
に
お
い
て
昭
和
四

0
年
代
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

(1
)
 

紹
介
方
法
及
び
凡
例
は
、
こ
れ
ま
で
に
紹
介
し
た
一
覧
と
同
様
と
し
た
。
被
殺
者
数
三
名
以
上
の
事
案
、
被
殺
者
数
二
名
、
被
殺
者
数
一
名
の
事
案
に

分
け
、
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
。
被
殺
者
数
二
名
及
び
被
殺
者
数
一
名
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
死
刑
選
択
基
準
を
考
察
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
考
え
た

事
案
の
概
要
は
、
確
定
し
た
判
決
の
判
決
文
に
よ
っ
た
。
審
級
間
で
量
刑
が
異
な
っ
た
事
件
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
、
審
級
ご
と
に
判
示
さ
れ
た

な
お
、
【
l
C
1
4
0
s
_
1
9
】
最
判
昭
四
九
年
―

二
月
二

0
日
裁
判
集
刑
一
九
四
号
四
一
五
頁
は
、
当
時
と
し
て
は
珍
し
く
、
判
決
訂
正
申
立
て
が
な
さ

れ
た
事
案
で
あ
る
。
同
申
立
て
は
、
昭
和
五

0
年
一
月
二
九
日
に
棄
却
さ
れ
て
最
高
裁
判
決
が
確
定
し
た
。
最
高
裁
判
決
が
確
定
し
た
の
は
昭
和
五

0
年

代
で
あ
る
も
の
の
、
判
決
日
が
昭
和
四

0
年
代
で
あ
る
た
め
、
本
資
料
に
収
録
し
た
。

た
め
、
犯
行
の
目
的
別
に
分
類
し
た
。

関

法

第

六

二
巻

三

号

永

田 ニ
八

憲
(―

二
七
三
）

史



最
高
裁
に
お
い
て
昭
和
四

0
年
代
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧

【

4
1
4
0
s
_
l
-

最
判
昭
四
一
年

―二
月

一
日
刑
資
一
八
九
号

一
0
頁

五
名
を
有
機
燐
中
毒
に
よ
り
殺
害
、

【

5
_
4
0
s
_
1】

り
無
期
懲
役
が
二
回
減
刑
さ
れ
て
仮
出
獄
中
の
犯
行
。

【
被
殺
者
数
1
4
0
s
I
昭
和
四

0
年
代
に
お
け
る
同
一
被
殺
者
数
・
同

一
類
型
中
の
判
決
順
】

―
-、
被
殺
者
三
名
以
上
の
事
案

事
後
強
盗
殺
人
で

一
名
殺
害
。
事
後
強
盗
殺
人
で
五
名
殺
害
、

一
名
に
重
傷
を
負
わ
せ
る
と
と
も
に
、
強
盗
強
姦
。
他
に
住
居
侵
入
後
に
事
後
強
盗

殺
人
未
遂
二
件
、
強
盗
。
住
居
侵
入
罪
で
罰
金
刑
、
放
火
罪
等
で
無
期
懲
役
と
な
り
仮
出
獄
と
な
る
も
、
強
盗
罪
と
窃
盗
罪
で
服
役
、
服
役
態
度
に
よ

最
判
昭
四
七
年
六
月
一
五
日
裁
判
集
刑

一
八
四
号
六
三
七
頁
《
第
一
審
無
罪
〉

不
倫
相
手
と
妻
を
殺
害
し
て
三
角
関
係
を

一
挙
に
清
算
し
よ
う
と
考
え
、
両
名
が
出
席
す
る
地
域
の
会
合
で
出
さ
れ
る
ワ
イ
ン
に
農
薬
を
混
入
し
、

一
五
名
に
対
す
る
殺
人
未
遂
。
否
認
、
反
省
な
し
。
第

一
審
は
無
罪
を
言
渡
し
た
。
控
訴
審
は
死
刑
を
言
渡
し
た
。

大
工
見
習
と
し
て
住
み
込
み
で
稼
働
し
て
い
た
先
の
家
族
に
対
す
る
憤
洒
か
ら
玄
能
で
殴
打
し
て
そ
の
家
の
子
二
名
と
そ
の
母
を
殺
害
、
薪
割
で
殴

打
し
て
そ
の
夫
を
殺
害
し
、
現
金
等
を
強
取
。
事
件
後
に
遊
覧
を
兼
ね
た
逃
避
行
。
犯
行
当
時
二
0
歳
。
改
悛
の
情
が
不
十
分
。

【

6
1
4
0
s
_
1
L
i】

最
判
昭
四
一
年
三
月
三

一
日
裁
判
集
刑
一
五
八
号
七
二
七
頁

L
i
~無
期
懲
役
で
服
役
後
、
仮
出
獄
中
の
犯
行

J
ら
犯
行
当
時
少
年

4
0
S
~昭
和
四
0
年
代
に
お
け
る
判
決

《
凡
例
〉

二
九

（
―二
七
―-
）



(
―
二
七
一
）

最
判
昭
四
一
年
七
月
一
四
日
刑
資
一
八
九
号
九
五
頁
《
一
名
の
被
告
人
は
被
殺
者
二
名
で
第
一
審
無
期
懲
役
〉

被
告
人
二
名
。
①

不
倫
相
手
と
同
棲
す
る
た
め
に
夫
に
青
酸
塩
を
服
用
喋
下
さ
せ
て
殺
害
。
②
ホ
テ
ル
経
営
に
参
画
す
る
た
め
、
経
営
者
の
妻
を

麻
紐
で
絞
殺
、
死
体
遺
棄
。
③
ホ
テ
ル
経
営
者
を
出
刃
包
丁
で
刺
殺
、
死
体
遺
棄
。

り
罰
金
刑
。
も
う

一
名
の
被
告
人
は
②
及
び
③
を
実
行
、
窃
盗
と
横
領
に
よ
り
執
行
猶
予
中
の
犯
行
。
知
的
能
力
低
い
。
前
者
の
被
告
人
に
対
し
て
、

第
一
審
及
び
控
訴
審
は
死
刑
を
言
渡
し
た
。
後
者
の
被
告
人
に
対
し
て
、
第
一
審
は
、
前
者
の
被
告
人
に
操
ら
れ
手
足
と
な
っ
て
犯
行
に
及
ん
だ
こ
と

一
般
社
会
に
与
え
た
影
響
が
大
き
い
こ
と
を
指
摘
し
、
死
刑
を
言
渡
し
た
。

な
ど
を
指
摘
し
、
無
期
懲
役
を
言
渡
し
た
。
控
訴
審
は
、
い
②
の
殺
害
に
つ
い
て
実
行
行
為
を
な
し
た
こ
と
、
⑯
③
の
殺
害
に
つ
い
て
中
心
と
な
っ

て
推
進
し
て
実
行
し
た
こ
と
、
団
殺
害
の
手
段
方
法
が
い
ず
れ
も
残
虐
性
に
富
ん
で
い
る
こ
と
、
い
短
期
間
に
犯
罪
を
反
復
累
行
し
て
い
る
こ
と
、

言
辞
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
が
露
見
し
て
女
性
に
詰
ら
れ
た
こ
と
に
激
昂
し
て
絞
殺
。
別
の
女
性
に
詰
ら
れ
た
た
め
激
昂
し
て
絞
殺
。
情
交
関
係
に

あ
っ
た
女
性
が
か
つ
て
の
愛
人
に
未
練
が
あ
る
口
吻
を
洩
ら
し
た
た
め
激
昂
し
て
絞
殺
。
他
に
強
姦
致
傷
、
詐
欺
二
件
、
横
領
。
窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
で

三
回
服
役
、
傷
害
罪
で
罰
金
刑
、
殺
人
罪
と
殺
人
未
遂
罪
で
控
訴
審
で
保
釈
さ
れ
、
そ
の
間
に
逃
走
、
逃
走
中
の
詐
欺
と
横
領
と
合
わ
せ
て
服
役
し
、

住
居
に
侵
入
し
て
金
銭
を
窃
取
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
家
人
が
多
く
、
強
取
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
家
人
に
気
付
か
れ
て
殺
人
を
決
意
し
、
所
携

の
杉
丸
太
で
女
性
、
そ
の
弟
、
友
人
を
撲
殺
。
共
犯
、
主
導
的
役
割
、
従
属
的
地
位
の
共
犯
者
は
無
期
懲
役
。
窃
盗
罪
な
ど
に
よ
り
三
回
服
役
、
道
路

交
通
法
違
反
に
よ
り
罰
金
刑
三
回
。
陸
上
自
衛
隊
を
懲
戒
免
職
。

【

3
_
4
0
S
I
3】

最
判
昭
四
四
年
三
月
二
五
日
刑
資
ニ
―
三
号
九
六
頁

仮
出
獄
中
の
犯
行
。

【

3
1
4
0
S
I
2】

【

3
1
4
0
s
_
1】

一
件
目
の
犯
行
は
自
白
で
判
明
。
改
悛
の
情
な
し
。

最
判
昭
四
一
年
―
二
月
八
日
刑
資
一
八
九
号
―
二
七
頁

関

法

第

六

二
巻

三

号

一
名
の
被
告
人
は
①
乃
至
③
を
実
行
、
猥
褻
図
画
販
売
罪
に
よ

三
〇



最
高
裁
に
お
い
て
昭
和
四

0
年
代
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
一
覧

二
件
、
窃
盗
、
窃
盗
未
遂
。
非
行
や
反
社
会
的
行
動
な
し
。

元
同
僚
と
飲
み
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
飲
食
代
金
を
全
額
支
払
わ
さ
れ
た
た
め
憤
慨
し
て
強
殺
し
よ
う
と
考
え
、
シ
ア
ン
化
カ
リ
ウ
ム
を
詰
め
た
胃
腸

薬
の
カ
プ
セ
ル
を
飲
ま
せ
て
殺
害
、

レ
ン
タ
カ
ー
会
社
の
従
業
員
を
同
様
に
殺
害
、
鍵
な
ど
を
強
取
、
死
体
遺
棄
、
会
社
事
務
所
の
金
品
を
窃
取
、
窃
取
し
た
通
帳
か
ら
預
金
の
払
戻
し
を

受
け
よ
う
と
有
印
私
文
書
偽
造
、
同
行
使
、
詐
欺
未
遂
。
元
同
僚
を
同
様
に
殺
害
す
る
も
金
品
を
強
取
で
き
ず
、
罪
証
隠
滅
の
た
め
非
現
住
建
造
物
放

火
、
死
体
損
壊
。
シ
ア
ン
化
カ
リ
ウ
ム
を
詰
め
た
カ
プ
セ
ル
は
以
前
か
ら
準
備
。
深
い
反
省
な
し
。
謝
罪
な
し
。

身
代
金
目
的

ア
パ
ー
ト
の
鍵
を
強
取
、
死
体
遺
棄
、

――-
、
被
殺
者
二
名
の
事
案

保
険
金
目
的

そ
の
他
の
利
欲
目
的

ア
パ
ー
ト
の
金
品
を
窃
取
。
レ
ン
タ
カ
ー
代
金
の
支
払
を
免
脱
す
る
た
め
、

最
判
昭
四
一
年
二
月
四
日
刑
資
一
八
九
号
四
三
頁
〈
第
一
審
無
期
懲
役
〉
(
【
J
2
1
1
3】
)

店
舗
兼
住
宅
に
侵
入
し
て
強
殺
を
決
意
し
、
金
庫
を
破
壊
す
る
た
め
に
所
持
し
て
い
た
手
斧
で
夫
婦
を
強
打
し
て
強
殺
。
計
画
性
。
他
に
住
居
侵
入

_
2
C
1
4
0
Sー

1
J】

(c) 

な
し
。

(b) (a) 

な
し
。

【

3
1
4
0
S
I
4】

一
九
歳
―
一
か
月
の
少
年
。
パ
チ
ン
コ
三
昧
。
反
省
。
第
一
審
は
、
田
犯
行
当
時
少
年

最
判
昭
四
八
年
―
二
月
一
三
日
裁
判
集
刑
一
九

0
号
八
六
七
頁

(―

二
七

0
)



【

2
C
1
4
0
s
_
5】

最
判
昭
四
三
年
五
月
二
日
裁
判
集
刑

一
六
七
号
一
五
一
頁

無
期
懲
役
を
言
渡
し
た
。

_
2
C
,
4
0
S
,
4】

科
。
簡
易
旅
館
に
宿
泊
し
、
売
血
で
収
入
を
得
る
生
活
。

【

2
C
1
4
0
s
_
3】

で
あ
る
こ
と
、
②
非
行
や
反
社
会
的
行
動
が
な
か
っ
た
こ
と
、
③
深
く
反
省
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
無
期
懲
役
を
言
渡
し
た
。
控
訴
審
は
、
い

犯
行
が
計
画
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
閲
成
人
ま
で
あ
と

一
0
日
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
死
刑
を
言
渡
し
た
。

運
転
手
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
家
か
ら
拳
銃
を
持
ち
出
し
、

タ
ク
シ
ー
運
転
手
を
射
殺
し
て
現
金
を
強
取
、
死
体
遺
棄
。
同
様
に
強
盗
目
的
で
タ
ク

シ
ー
運
転
手
を
射
殺
す
る
も
金
員
を
得
ら
れ
ず
。
強
盗
目
的
で
殺
意
を
持
っ
て
雑
貨
店
で
拳
銃
を
発
射
し
て
店
番
に
重
傷
を
負
わ
せ
る
。
計
画
性
。
犯

行
は
ほ
ぼ
連
日
、
社
会
的
影
響
大
き
い
。
拳
銃
及
び
実
砲
所
持
に
つ
い
て
銃
砲
刀
剣
類
等
取
締
法
違
反
。
業
務
上
横
領
罪
で
保
護
観
察
、
詐
欺
罪
と
窃

盗
罪
で
少
年
院
送
致
、
窃
盗
罪
で
二
回
服
役
。
不
遇
な
家
庭
環
境
と
生
育
歴
、
身
体
障
害
。
悔
悟
の
情
。

最
判
昭
四
二
年
七
月
二
五
日
裁
判
集
刑
一
六
三
号

一
―
二
五
頁

被
告
人
三
名
。
遠
縁
の
夫
婦
を
夫
婦
宅
の
タ
オ
ル
や
風
呂
敷
で
絞
殺
、
金
品
強
取
。
当
初
は
強
盗
を
共
謀
し
て
い
た
も
の
の
、
現
場
で
強
盗
殺
人
を

共
謀
し
て
実
行
。
強
盗
の
計
画
性
。
窃
盗
と
強
盗
を
企
図
す
る
も
失
敗
し
て
の
犯
行
。
犯
跡
隠
蔽
。
被
告
人
の

一
名
に
は
暴
行
罪
に
よ
る
罰
金
刑
の
前

最
判
昭
四
二
年
九
月
二
九
日
刑
資
一
八
九
号
ニ
ニ

0
頁

債
務
の
免
脱
と
金
品
の
強
取
を
狙
っ
て
、
債
権
者
を
電
気
コ
ー
ド
で
絞
殺
。
債
権
者
の
妻
を
所
携
の
タ
オ
ル
な
ど
で
絞
殺
、
死
体
遺
棄
。
周
到
な
計

画
性
。
共
犯
、
主
導
性
。
共
犯
者
に
対
し
、
第

一
審
は
死
刑
を
言
渡
し
、
控
訴
審
は
従
属
的
で
ほ
と
ん
ど
利
益
を
得
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て

弟
宅
の
建
築
費
用
捻
出
の
た
め
、
狩
猟
用
散
弾
銃
で
夫
婦
を
射
殺
し
て
金
員
を
強
取
。
他
に
詐
欺
二
件
、
脅
迫
。
犯
跡
隠
蔽
。
家
業
に
精
励
。
反
省

【

2
C
1
4
0
s
_
2】

最
判
昭
四
一
年
五
月
三
一

日
刑
資
一
八
九
号
三
四
頁

関

法

第

六

二
巻

三

号

(
―
二
六
九）



最
高
裁
に
お
い
て
昭
和
四

0
年
代
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧

【

2
C
1
4
0
s
_
9】

計
画
性
。
窃
盗
に
よ
る
少
年
院
送
致
、
強
盗
強
姦
罪
で
服
役
。
悔
悟
。

【

2
C
1
4
0
S
I
8】

最
判
昭
四
五
年

―
二
月

一―

一日
裁
判
集
刑
一
七
四
号
五
九
三
頁

【

2
C
1
4
0
s
_
7】

最
判
昭
四
五
年
六
月

―
一
日
刑
資
ニ

―
三
号
二
七
六
頁

金
刑
、
相
当
過
去
に
窃
盗
罪
の
前
科
。
母
へ
の
強
い
依
存
性
。

妻
と
実
母
の
仲
が
悪
い
た
め
、
妻
子
と
別
居
す
る
こ
と
と
な

っ
て
自
殺
す
る
目
的
で
入
手
し
た
青
酸
カ
リ
を
利
用
し
て
勤
務
先
の
市
役
所
の
ボ
ー
ナ

ス
を
強
取
し
よ
う
と
市
役
所
職
員
に
青
酸
カ
リ
入
り
飲
料
を
飲
ま
せ
て
二
名
を
殺
害
、

債
権
の
取
立
て
に
困
っ
て
質
屋
経
営
の
老
夫
婦
か
ら
金
品
を
強
取
し
よ
う
と
、
住
居
兼
店
舗
に
侵
入
し
、
入
手
し
た
マ
サ
カ
リ
で
老
夫
婦
を
滅
多
打

ち
に
し
て
殺
害
、
金
品
を
強
取
。
手
袋
な
ど
を
用
意
す
る
な
ど
、
強
盗
に
は
計
画
性
。
刑
務
所
で
知
り
合
っ
た
知
人
か
ら
強
盗
を
教
唆
さ
れ
て
の
犯
行
。

暴
行
罪
に
よ
る
罰
金
刑
、
横
領
罪
に
よ
る
執
行
猶
予
、
窃
盗
罪
に
よ
る
服
役
、
執
行
猶
予
取
消
し
、
窃
盗
罪
に
よ
る
服
役
。
人
格
形
成
期
に
近
所
の
人

か
ら
実
母
を
継
母
だ
と
吹
き
込
ま
れ
る
。
貧
困
の
た
め
大
学
に
進
学
で
き
ず
。
深
い
反
省
。
謝
罪
。

窃
盗
事
件
の
犯
人
と
し
て
検
挙
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
察
知
し
、
高
飛
び
の
資
金
と
当
座
の
生
活
費
を
得
よ
う
と
、
質
屋
を
呼
び
出
し
て
所
携
の
木

槌
で
強
打
し
、
荒
縄
で
絞
殺
。
金
品
が
強
取
で
き
ず
被
害
者
の
妻
に
金
銭
を
要
求
し
た
も
の
の
断
ら
れ
た
た
め
、
電
気
コ
ー
ド
で
絞
殺
、
金
品
を
強
取
。

最
判
昭
四
六
年

一
0
月
二
六
日
裁
判
集
刑

一
八

一
号
八
六
一
頁

結
納
金
を
費
消
し
、
知
人
女
性
に
借
金
を
頼
も
う
と
し
て
果
た
せ
ず
帰
宅
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
夫
不
在
の
家
を
訪
れ
な
い
よ
う
に
求
め
る
言
葉

を
聞
い
た
た
め
憤
慨
し
、
両
手
で
絞
殺
、
金
員
強
取
。
被
害
者
の

一
歳
の
子
が
泣
き
出
し
た
た
め
、
両
手
で
絞
殺
。
預
金
を
引
出
し
、
詐
取
。
包
丁
で

【

2
Cー

4
0
S
I
6】

な
し
。

最
判
昭
四
四
年

―
二
月
三

二
日
裁
判
集
刑

一
七
四
号
七
五
一
頁

一
名
は
吐
き
出
し
て
殺
人
未
遂
。
道
路
交
通
法
違
反
に
よ
る
罰

三
(―

二
六
八
）



【

2
e
1
4
0
S
I
l】

固

愛

憎

ほ

か

【

2
d
1
4
0
s
_
1】

④

性

的

目

的

最
判
昭
四
二
年
三
月
一
六
日
刑
資
一
八
九
号
三
八
六
頁

最
判
昭
四
五
年
―

二
月

一
五
日
裁
判
集
刑

一
七
八
号
六
五
三
頁

き
巣
に
入
っ
た
先
で
発
見
さ
れ
た
た
め
、

【

2
C
1
4
0
S
1
1
1】

最
判
昭
四
七
年
四
月
二
0
日
裁
判
集
刑
一
八
四
号

一
五
七
頁

頸
部
を
刺
突
、
ガ
ス
を
流
出
さ
せ
る
な
ど
殺
害
に
向
け
た
執
拗
な
行
動
。
傷
害
罪
に
よ
る
罰
金
刑
。

妻
の
妹
夫
婦
か
ら
の
借
金
返
済
を
免
脱
し
よ
う
と
、
同
夫
婦
を
所
携
の
ポ
ン
ド
ハ
ン
マ
ー
で
撲
殺
。
周
到
な
計
画
性
。
反
省
な
し
。

飲
酒
運
転
で
タ
ク
シ
ー
と
衝
突
事
故
を
起
こ
し
て
運
転
手
に
傷
害
を
負
わ
せ
た
こ
と
を
母
か
ら
責
め
ら
れ
て
憤
激
し
、
包
帯
で
絞
頸
、
尊
属
殺
。
空

高
校
生
を
強
姦
し
よ
う
と
し
て
相
手
を
間
違
え
、
八
歳
の
女
児
を
所
携
の
タ
オ
ル
で
絞
殺
、
死
体
遺
棄
。
妻
の
連
れ
子
を
強
姦
し
よ
う
と
し
て
抵
抗

さ
れ
た
た
め
タ
オ
ル
で
絞
頸
、
姦
淫
し
て
死
亡
さ
せ
、
死
体
遺
棄
。
他
に

一
項
詐
欺
、

二
項
詐
欺
、
窃
盗
。
不
倫
相
手
か
ら
離
婚
を
迫
ら
れ
た
た
め
不

倫
相
手
を
絞
殺
し
て
服
役
、
仮
出
獄
中
の
犯
行
。
多
数
回
に
わ
た
る
道
路
交
通
法
違
反
。
窃
盗
で
起
訴
猶
予
の
ほ
か
、
訴
外
の
強
姦
未
遂
三
件
な
ど
も
。

義
母
の
死
を
知
っ
て
出
航
を
求
め
た
も
の
の
、
悪
天
候
の
た
め
航
海
が
危
険
で
あ
る
と
し
て
出
航
を
認
め
な
い
船
長
と
ト
ラ
ブ
ル
と
な
り
、
包
丁
で

船
長
を
刺
突
し
て
傷
害
致
死
。
船
長
へ
の
暴
行
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
乗
組
員
二
名
に
傷
害
を
負
わ
せ
て
船
員
室
と
機
関
室
に
閉
じ
こ
め
た
上
、
船
内

を
海
水
で
水
浸
し
に
し
て
溺
死
さ
せ
て
殺
害
。
上
陸
後
に
自
殺
を
図
る
。
不
倫
相
手
に
多
額
の
金
品
を
供
与
す
る
生
活
。
深
い
悔
悟
゜

【

2
C
1
4
0
s
_
1
0】

一
三
歳
女
児
を
強
姦
、
両
手
で
絞
殺
。
犯
行
当
時
二

0
歳
。
家
庭
環
境
悪
い
。
知
的
能
力
低
い
、
異
常
人
格
。

最
判
昭
四
六
年
―

二
月
ニ
―

日
裁
判
集
刑

一
八
二
号
四
九
九
頁

関

法

第

六

二
巻

三

号

三
四

（
―
二
六
七
）



(£) 

な
し
。

嫁゚

最
高
裁
に
お
い
て
昭
和
四

0
年
代
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
一
覧

【

2
e
1
4
0
s
_
4】

【

2
e
_
4
0
S
I
3】

最
判
昭
四
七
年
―

二
月
八
日
裁
判
集
刑
一
八
五
号
五
七
一
頁

最
判
昭
四
五
年
二
月
一
九
日
刑
資
ニ

―
三
号
三
一
五
頁

三
五

（―

二
六
六
）

同
業
者
の
業
務
を
妨
害
し
よ
う
と
、
自
動
三
輪
車
を
焼
損
、
損
壊
、
移
動
し
て
放
置
す
る
な
ど
し
、
犯
人
と
し
て
疑
わ
れ
た
こ
と
に
逆
上
し
て
同
業

者
の
ガ
ソ
リ
ン
を
窃
取
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
張
り
込
ん
で
い
た
同
業
者
に
見
付
か
っ
た
た
め
殺
害
を
決
意
し
、
所
携
の
折
り
畳
み
式
ナ
イ
フ
で
二

名
を
刺
殺
。
犯
跡
隠
蔽
。
強
烈
な
被
害
感
情
。
犯
行
当
時
二
三
歳
。
知
的
能
力
が
境
界
線
上
の
可
能
性
。
改
悛
の
情
疑
わ
し
い
。

不
倫
相
手
の
女
性
が
関
係
を
断
ち
切
り
た
い
の
を
脅
し
て
関
係
を
継
続
し
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
関
係
が
同
女
の
兄
に
知
れ
て
関
係
が
断
ち
切
ら
れ

た
こ
と
に
憤
怒
の
情
を
抱
き
、
同
女
の
姉
宅
に
押
し
掛
け
て
ト
ラ
ブ
ル
と
な
り
、
裁
鋏
の
片
刃
で
同
女
の
姉
及
び
そ
の
夫
を
刺
殺
、
同
女
の
姉
の
夫
の

弟
を
負
傷
さ
せ
る
。
ナ
イ
フ
や
メ
ス
も
用
意
。
元
内
縁
の
妻
に
復
縁
を
迫
っ
た
際
の
脅
迫
罪
と
傷
害
罪
な
ど
に
よ
る
服
役
。
元
不
倫
相
手
ら
に
責
任
転

父
の
間
借
り
の
貸
主
の
娘
か
ら
刑
務
所
帰
り
で
あ
る
こ
と
を
不
安
視
さ
れ
て
憤
り
、
所
携
の
鈍
で
貸
主
と
そ
の
娘
を
撲
殺
、
娘
を
屍
姦
。
他
に
有
印

私
文
書
偽
造
、
同
行
使
、
詐
欺
、
窃
盗
。
強
盗
殺
人
未
遂
罪
に
よ
り
少
年
院
送
致
、
窃
盗
罪
に
よ
り
少
年
院
送
致
、
窃
盗
罪
な
ど
に
よ
り
執
行
猶
予
、

窃
盗
罪
に
よ
り
服
役
、
執
行
猶
予
取
消
し
、
窃
盗
罪
な
ど
に
よ
り
二
回
服
役
。
精
神
病
質
。

拳
銃
奪
取
目
的

【

2
e
_
4
0
S
I
2】

最
判
昭
四
三
年
五
月
二
日
裁
判
集
刑
一
六
七
号
一
三
一
頁



身
代
金
目
的

最
判
昭
四
五
年
九
月
二
二

日
刑
資
ニ
―
三
号

一
六
七
頁

〈第
一
審
無
期
懲
役
〉

四
、
被
殺
者

一
名
の
事
案

一
夜
を
明
か
し
た
と
こ
ろ
、
住
込
み
使
用
人
に
発
見
さ
れ
た
際
、

警
察
に
突
き
出
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と

を
恐
れ
、
同
使
用
人
の
妻
を
両
手
で
絞
殺
。
そ
の
夫
を
タ
オ
ル
紐
で
絞
殺
し
て
金
品
を
強
取
。
強
取
し
た
通
帳
で
預
金
を
詐
取
。
他
に
窃
盗
。
道
路
交

通
法
違
反
に
よ
る
罰
金
刑
の
支
払
を
せ
ず
労
役
場
留
置
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
居
所
を
転
々
と
し
た
末
の
犯
行
。
逮
捕
当
初
、
殺
害
に
つ
い
て
頑
強

に
否
認
。
第
一
審
は
、
①
も
と
も
と
寝
場
所
を
求
め
て
侵
入
し
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
②
小
心
で
内
気
で
気
が
弱
い
こ
と
、
③
内
心
の
混
乱
、
躊

躇
、
興
奮
、
狼
狽
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
、
④
深
く
悔
悟
し
て
お
り
、
矯
正
の
可
能
性
が
極
め
て
大
き
い
こ
と
を
指
摘
し
、
無
期
懲
役
を
言
渡
し
た
。

控
訴
審
は
、

い

罪
責
が
重
大
で
あ
る
こ
と
、

閲

攻
撃
性
や
激
発
性
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、

い

指
紋
が
残
る
こ
と
な
ど
を
警
戒
し
て
手
袋
を
は
め

る
な
ど
冷
静
さ
を
失

っ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
、

い

性
格
が
大
胆
な
も
の
に
変
化
し
つ
つ
あ

っ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
死
刑
を
言
渡
し
た
。
窃
盗
罪

最
判
昭
四
二
年
五
月
二
五
日
裁
判
集
刑

一
六
三
号
三
八
三
頁

身
代
金
目
的
で
有
名
私
立
幼
稚
園
児
を
誘
拐
、
身
代
金
を
得
よ
う
と
す
る
が
失
敗
。
被
害
者
を
睡
眠
剤
に
よ
り
睡
眠
状
態
に
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
事

件
を
報
道
す
る
新
聞
記
事
を
読
ん
で
周
章
狼
狽
す
る
と
と
も
に
、
被
害
者
の
呼
吸
や
脈
拍
の
レ
ベ
ル
が
低
下
し
た
こ
と
に
気
付
き
、
処
置
に
窮
し
て
ガ

ス
を
室
内
に
充
満
さ
せ
て

一
酸
化
炭
素
中
毒
に
よ
り
殺
害
。
殺
害
後
も
身
代
金
を
要
求
す
る
恐
喝
状
を
作
成
。
誘
拐
に
は
綿
密
な
計
画
性
。
妻
と
不
倫

相
手
と
の

二
重
生
活
の
た
め
に
借
財
を
重
ね
る
。
歯
科
医
師
。
社
会
的
影
響
。
犯
行
後
に
逃
走
、
架
空
の
共
犯
者
を
捏
造
、
反
省
に
乏
し
い
。

<1a140S

—

1
>

(a) 

に
よ
る
執
行
猶
予
期
間
中
の
犯
行
。

寝
場
所
を
求
め
て
会
社
の
敷
地
に
侵
入
し
、

【

2
X
1
4
0
S
l
l

】

い

そ

の

他 関

法

第

六

二
巻

三
号

三
六

(
―
二
六
五
）



最
高
裁
に
お
い
て
昭
和
四

0
年
代
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧

父
親
と
の
経
営
方
針
の
違
い
か
ら
、
工
場
建
設
費
用
を
入
手
し
た
い
と
考
え
、
相
当
の
資
産
家
の
成
人
の
娘
を
呼
び
出
し
て
拐
取
、
犯
跡
隠
蔽
の
た

め
、
包
帯
で
絞
殺
。
殺
害
後
に
も
身
代
金
を
要
求
す
る
も
金
員
を
得
る
こ
と
は
で
き
ず
。
拐
取
及
び
身
代
金
要
求
に
は
計
画
性
、
被
害
者
を
誰
に
す
る

か
に
は
計
画
性
な
し
。
証
拠
隠
滅
、
犯
跡
隠
蔽
。
道
路
交
通
法
違
反
に
よ
る
罰
金
刑
六
回
。
架
空
の
共
犯
者
の
存
在
を
主
張
す
る
な
ど
改
悛
の
情
な
し
。

謝
罪
な
し
。

【

1
a
_
4
0
s
_
4】

最
判
昭
四
六
年
五
月
二
0
日
裁
判
集
刑

一
八
0
号
三
三
一

頁

員
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
死
刑
を
言
渡
し
た
。

【

1
a
_
4
0
s
_
3】

四
歳
児
童
を
誘
拐
、

三
時
間
足
ら
ず
後
に
絞
殺
、
墓
石
内
に
死
体
遺
棄
。
殺
害
後
に
金
員
喝
取
。
窃
盗
罪
に
よ
り
服
役
、
窃
盗
罪
に
よ
り
執
行
猶
予

中
の
犯
行
。
本
件
犯
行
後
に
本
件
が
発
覚
し
な
い
ま
ま
窃
盗
罪
で
服
役
、
執
行
猶
予
取
消
し
。
飲
酒
代
な
ど
に
よ
り
借
財
に
苦
し
ん
で
の
犯
行
。
死
体

発
見
は
犯
行
の
二
年
後
。
社
会
的
影
響
。
歩
行
障
害
な
ど
不
遇
な
生
活
歴
。
反
省
。

【

1
a
_
4
0
s
_
2
_

最
判
昭
四
三
年
七
月
二
日
裁
判
集
刑

一
六
八
号

一
頁
《
第
一
審
無
期
懲
役
〉

資
産
家
の
五
歳
の
男
児
を
拐
取
し
て
身
代
金
を
要
求
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
男
児
に
騒
が
れ
た
た
め
、
腰
紐
で
絞
殺
、
死
体
遺
棄
、
身
代
金
と
し

て
金
員
要
求
。
芸
能
界
で
活
躍
す
る
も
借
金
に
負
わ
れ
、
休
養
後
に
始
め
た
事
業
も
う
ま
く
い
か
ず
、
債
権
者
か
ら
返
済
を
迫
ら
れ
て
の
犯
行
。
第

一

審
は
、
①
前
科
が
道
路
交
通
法
違
反
の
み
で
あ
る
こ
と
、
②
頼
り
に
な
る
相
談
相
手
が
い
な
か
っ
た
こ
と
、
③
殺
害
が
偶
発
的
で
あ
る
こ
と
、
④

犯
行
当
日
に
逮
捕
さ
れ
て
世
人
の
不
安
が
解
消
さ
れ
た
こ
と
、
⑤
取
調
べ
に
非
常
に
協
力
的
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
無
期
懲
役
を
言
渡
し

た
。
控
訴
審
は
、
田
身
代
金
目
的
の
幼
児
拐
取
は
幼
児
を
殺
害
す
る
行
為
に
発
展
し
や
す
い
危
険
性
を
多
分
に
芋
ん
で
い
る
こ
と
、
閲
殺
害
後
に
金

最
判
昭
四
二
年
一

0
月

二
二
日
裁
判
集
刑

一
六
四
号
七
七
七
頁

三
七

(
―
二
六
四
）



【

1
C
1
4
0
S
I
2】

【

1
C
1
4
0
s
_
1】

(c) 

保
険
金
目
的

最
判
昭
四
一
年
五
月
三
一
日
裁
判
集
刑
一
五
九
号
九
五
九
頁

保
険
金
目
的
で
甥
を
所
携
の
出
刃
包
丁
で
刺
殺
。
周
到
な
計
画
。
殺
人
未
遂
罪
で
執
行
猶
予
、
強
盗
罪
で
二
回
服
役
。
複
雑
な
家
庭
環
境
。
反
省
な

借
金
に
困
っ
て
保
険
金
を
得
よ
う
と
、
経
営
す
る
バ
ー
で
友
人
に
睡
眠
薬
を
服
用
さ
せ
、
ピ
ス
ト
ル
型
ラ
イ
タ
ー
で
殴
打
、
座
布
団
で
窒
息
死
さ
せ
、

死
体
遺
棄
。
共
犯
、
主
導
性
、
送
巡
し
が
ち
な
共
犯
者
を
督
励
。
殺
害
に
失
敗
す
る
も
改
め
て
実
行
。
貧
し
い
家
庭
環
境
。

そ
の
他
の
利
欲
目
的

以
前
の
稼
働
先
で
の
窃
盗
を
企
て
、
侵
入
後
に
鉄
角
棒
の
文
鎮
で
殴
打
し
て
一

0
歳
女
性
を
強
殺
、
強
盗
殺
人
未
遂
で
二
名
が
重
傷
。
計
画
性
な
し
。

窃
盗
罪
で
少
年
院
送
致
一
回
、
懲
役
刑
で
二
回
服
役
。
遺
族
の
精
神
的
打
繋
大
き
い
。
不
遇
な
生
育
環
境
。
無
為
徒
食
で
ギ
ャ
ン
ブ
ル
三
昧
、
売
血
で

収
入
。
第
一

審
は
、
①
計
画
性
が
な
い
こ
と
、
②
窃
盗
の
前
科
前
歴
は
同
居
盗
な
ど
小
心
な
犯
罪
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
無
期
懲
役
を
言
渡
し
た
。

控
訴
審
は
、
い
犯
行
態
様
が
残
虐
で
あ
る
こ
と
、
閲
前
科
が
あ
っ
て
反
社
会
性
が
強
度
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
死
刑
を
言
渡
し
た
。

盗
品
を
担
保
に
借
金
を
男
性
に
申
し
込
ん
だ
も
の
の
、
希
望
す
る
金
額
が
借
り
ら
れ
ず
、
そ
の
内
縁
の
妻
に
再
度
借
金
を
申
し
込
ん
だ
と
こ
ろ
拒
否

さ
れ
た
た
め
、
金
品
を
強
取
し
、
強
姦
し
て
婦
人
用
シ
ョ
ー
ル
で
絞
殺
。
証
拠
隠
滅
の
た
め
同
宅
に
放
火
し
、
現
住
建
造
物
等
計
三
棟
を
焼
損
す
る
と

と
も
に
死
体
を
損
壊
。
他
に
ア
パ
ー
ト
ニ
棟
の
現
住
建
造
物
等
放
火
、
傷
害
、
窃
盗
二
件
、
住
居
侵
入
。
少
年
院
送
致
二
回
、
窃
盗
罪
で
二
回
服
役
。

【

1
b
1
4
0
s
_
2】

し
。

【

l
b
1
4
0
S
l
l】

(b) 

最
判
昭
四

0
年
六
月
二
九
日
裁
判
集
刑
一
五
六
号
八
七
頁
〈
第
一
審
無
期
懲
役
〉

最
判
昭
四
四
年
―
一
月
六
日
刑
資
ニ
ニ
ニ
号
一
―
九
頁

最
判
昭
四

0
年
―

二
月
ニ

―
日
刑
資
一
九
三
号
六
四
四
頁

関

法

第

六

二
巻

三

号

三
八

(
―
二
六
三
）



最
高
裁
に
お
い
て
昭
和
四

0
年
代
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
一
覧

【

1
C
1
4
0
S
I
6】

三
九

(
―二
六
二
）

強
盗
の
目
的
で
住
居
に
侵
入
し
、
所
携
の
薪
割
で
頭
部
を
強
打
し
て
昏
倒
さ
せ
、
絞
殺
。
綿
密
に
計
画
、
用
意
周
到
。
他
に
詐
欺
。
強
盗
罪
、
窃
盗

所
携
の
く
り
小
刀
で
女
性
を
刺
殺
し
て
現
金
な
ど
を
強
取
。
八
件
の
窃
盗
。
計
画
性
。
窃
盗
罪
な
ど
で
七
回
一
四
年
間
服
役
。
被
害
者
の
夫
が
悲
嘆

の
情
。
不
遇
な
生
育
歴
。
謝
罪
。

最
判
昭
四
二
年
七
月
一
四
日
裁
判
集
刑
一
六
三
号
八
九
三
頁
《
第
一
審
無
期
懲
役
＿

資
産
家
か
ら
金
品
を
強
取
し
よ
う
と
所
携
の
薪
割
で
殴
打
、
被
害
者
宅
の
菜
切
包
丁
で
手
首
を
切
断
、
失
血
死
さ
せ
て
金
品
強
取
。
女
性
と
ド
ラ
イ

ブ
後
に
犯
跡
隠
蔽
の
た
め
被
害
者
宅
に
放
火
。
窃
盗
罪
に
よ
る
執
行
猶
予
中
の
犯
行
。
計
画
性
。
使
い
込
み
と
遊
興
な
ど
に
よ
る
借
財
に
苦
し
む
。
第

一
審
は
、
田
勤
務
先
を
解
一
雇
さ
れ
る
ま
で
は
反
社
会
的
傾
向
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
②
セ
ー
ル
ス
マ
ン
と
し
て
優
れ
た
成
績
を
挙
げ
た
時
期
が

あ
っ
た
こ
と
、
③
父
親
の
急
用
で
金
銭
を
調
達
す
べ
き
事
情
に
迫
ら
れ
て
の
犯
行
で
あ
っ
た
こ
と
、
④
若
年
成
人
で
反
省
悔
悟
の
情
を
示
し
、
更
生

可
能
性
が
な
く
は
な
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
無
期
懲
役
の
判
決
を
言
渡
し
た
。
控
訴
審
は
、
い
計
画
的
で
大
胆
不
敵
で
あ
る
こ
と
、
閲
動
機
に
同

情
す
べ
き
余
地
が
な
い
こ
と
、
い
ド
ラ
イ
ブ
後
に
放
火
に
よ
る
犯
跡
隠
蔽
を
図
っ
た
こ
と
、
い
窃
盗
罪
に
よ
り
執
行
猶
予
と
な
っ
た
わ
ず
か
二
か
月

余
り
後
に
本
件
犯
行
に
及
ん
だ
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
死
刑
を
言
渡
し
た
。

住
居
に
侵
入
し
て
金
員
を
要
求
し
た
も
の
の
、
逃
げ
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
た
め
、
短
刀
で
主
婦
を
刺
殺
。
強
盗
に
つ
い
て
、
下
見
を
す
る
な
ど
周
到

な
準
備
。
他
に
強
盗
致
傷
、
強
盗
、
窃
盗
、
住
居
侵
入
。
転
々
と
勤
め
先
を
変
え
、
衣
類
等
の
高
額
の
月
賦
購
入
代
金
支
払
に
窮
し
た
末
の
犯
行
。
犯

【

1
C
1
4
0
s
_
5】

【

l
C
1
4
0
s
_
4】

最
判
昭
四
三
年
四
月
二
六
日
裁
判
集
刑
一
六
六
号
八
四
七
頁

最
判
昭
四
二
年
四
月
七
日
刑
資
一
八
九
号
二
0
五
頁

罪
、
詐
欺
罪
で
四
回
服
役
。
死
体
遺
棄
。
否
認
。

【

1
C
1
4
0
s
_
3】

最
判
昭
四
二
年
三
月
二
四
日
裁
判
集
刑
一
六
二
号
一

0
八
五
頁



【

1
C
,
4
0
s
,
1
0】

【

1
C
1
4
0
s
_
9】

最
判
昭
四
四
年
七
月
―
一
日
刑
資
ニ

―
三
号
三
六
頁

最
判
昭
四
四
年
四
月
二
五
日
裁
判
集
刑
一
七
一
号
六
八
五
頁

と
の
不
合
理
な
弁
解
を
す
る
も
、
悔
悟
の
兆
し
。

行
当
時
ニ

ニ
歳
。
幼
少
時
に
父
が
死
亡
。
反
省
悔
悟
な
し
、
犯
罪
日
記
と
称
す
る
記
録
を
残
す
。

最
判
昭
四
三
年
五
月
二
日
裁
判
集
刑
一
六
七
号
一

三

一
頁

住
居
に
侵
入
し
て
強
盗
を
働
き
、
女
性
に
騒
が
れ
た
た
め
殺
人
を
決
意
し
、
所
携
の
ナ
イ
フ
で
刺
殺
、
女
性
の
一

0
か
月
の
子
に
対
す
る
強
盗
殺
人

未
遂
。
強
盗
に
つ
い
て
用
意
周
到
な
計
画
性
。
他
に
事
後
強
盗
致
傷
、
窃
盗
八
件
、
窃
盗
未
遂
三
件
。
窃
盗
罪
に
よ
り
教
護
院
送
致
、
窃
盗
罪
な
ど
に

よ
り
少
年
院
送
致
三
回
、
窃
盗
罪
な
ど
に
よ
り
服
役
。
犯
行
当
時
二
0
歳
。
不
遇
な
家
庭
環
境
。

工
場
の
経
営
不
振
の
た
め
、
返
済
を
免
脱
す
る
と
と
も
に
金
員
を
詐
取
し
よ
う
と
考
え
、
債
権
者
を
睡
眠
薬
で
眠
ら
せ
て
か
ら
紙
紐
で
絞
殺
し
、
印

章
を
強
取
、
死
体
遺
棄

（死
体
遺
棄
に
つ
い
て
は
公
訴
時
効
に
よ
り
免
訴
）

。
殺
害
の
情
を
知
ら
な
い
高
利
貸
し
と
共
謀
し
て
強
取
し
た
印
章
を
利
用

し
て
被
害
者
に
金
銭
が
貸
し
付
け
ら
れ
た
と
の
公
正
証
書
を
作
成
し
、
被
害
者
が
生
存
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
偽
装
工
作
を
し
、
被
害
者
の
妻
か
ら
三

八
0
万
円
を
詐
取
。
計
画
性
。
他
に
横
領
。
業
務
上
失
火
罪
な
ど
に
よ
り
罰
金
刑
三
回
。
被
害
弁
償
な
し
。
第

一
審
判
決
後
に
高
利
貸
し
が
主
導
し
た

バ
ー
を
買
い
取
る
た
め
に
元
勤
務
先
の
会
計
係
か
ら
金
員
を
強
取
し
よ
う
と
考
え
、
手
拳
で
殴
打
、
陰
部
を
蹴
り
上
げ
て
倒
れ
た
被
害
者
の
頸
部
や

胸
部
を
踏
み
付
け
、
間
縄
で
頸
部
を
締
め
付
け
る
な
ど
し
て
窒
息
死
さ
せ
、
現
金
約

一
0
五
万
円
を
強
取
。
犯
行
時
の
服
装
を
窃
取
し
て
用
意
す
る
な

ど
の
計
画
性
。
強
盗
未
遂
罪
に
よ
り
服
役
、
窃
盗
罪
に
よ
り
執
行
猶
予
。
精
神
病
質
。
貧
困
な
家
庭
。
抑
留
経
験
。

借
金
の
返
済
猶
予
が
認
め
ら
れ
ず
返
済
を
迫
ら
れ
た
た
め
、
返
済
を
免
脱
す
る
目
的
で
、
用
意
し
た
バ

ッ
ト
や
手
近
に
あ
っ
た
ビ
ー
ル
の
空
瓶
で
強

【

l
C
1
4
0
s
_
8】

【

l
C
1
4
0
S
I
7】

最
判
昭
四
三
年
―

二
月

一
三
日
刑
資

一
八
九
号
四
六
七
頁

関

法

第

六

二
巻

三

号

四
〇

（
ご

一六

一）



の
情
。

最
高
裁
に
お
い
て
昭
和
四

0
年
代
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
一
覧

【

l
C
1
4
0
S
1
1
4】

【

1
C
1
4
0
Sー

13】

最
判
昭
四
五
年
―
一
月
＿

二
日
裁
判
集
刑
一
七
八
号
二
四
九
頁

打
し
た
後
、
電
気
コ
ー
ド
と
ネ
ク
タ
イ
で
絞
頸
、
脳
挫
傷
等
で
死
亡
さ
せ
、
金
員
を
窃
取
。
死
体
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
遺
棄
。
用
意
周
到
な
計
画
性
。

派
手
な
支
出
や
競
輪
で
費
消
。
バ
ラ
バ
ラ
殺
人
と
し
て
社
会
的
影
響
大
き
い
。
被
害
者
に
貸
付
を
し
て
い
る
と
被
害
者
遺
族
に
対
し
虚
言
を
弄
す
る
。

母
や
妻
か
ら
被
害
者
遺
族
に
香
典
。
逮
捕
後
に
嘘
の
上
申
書
を
作
成
す
る
な
ど
保
身
に
汲
々
と
す
る
も
改
悛
の
情
。

最
判
昭
四
四
年

―
二
月
一
六
日
裁
判
集
刑
一
七
四
号
六
八
一
頁

金
品
を
窃
取
し
よ
う
と
住
居
に
侵
入
し
、
騒
が
れ
た
た
め
着
用
し
て
い
た
ネ
ク
タ
イ
で
絞
殺
し
て
強
取
。
他
に
傷
害
、
逃
走
、
公
務
執
行
妨
害
、
窃

盗
、
窃
盗
未
遂
。
窃
盗
罪
と
恐
喝
罪
に
よ
り
計
一

0
回
服
役
。
殺
害
後
に
歓
楽
街
へ
遁
走
。
拘
置
支
所
か
ら
の
逃
走
に
は
綿
密
な
計
画
と
周
到
な
準
備
。

脱
税
を
し
て
い
る
貴
金
属
商
を
恐
喝
し
よ
う
と
被
害
者
を
お
び
き
出
し
た
も
の
の
、
恐
喝
に
失
敗
し
た
た
め
、
殺
害
を
決
意
し
、
共
犯
者
と
細
紐
で

絞
殺
し
て
、

二
0
0
0
万
円
以
上
に
及
ぶ
金
品
を
強
取
、
死
体
遺
棄
。
恐
喝
に
つ
い
て
計
画
性
、
周
到
な
準
備
。
共
犯
、
各
人
の
分
担
を
詳
細
に
定
め

る
、
常
に
主
導
性
、
共
犯
者
は
無
期
懲
役
と
懲
役
七
年
。
傷
害
罪
な
ど
に
よ
り
罰
金
刑
五
回
。

道
路
交
通
法
違
反
に
よ
る
罰
金
刑
の
支
払
に
苦
心
し
て
、
か
つ
て
の
勤
務
先
の
宿
直
員
二
名
を
ハ
ン
マ
ー
で
乱
打
、
電
話
器
用
コ
ー
ド
で
絞
頸
。
犯

跡
隠
蔽
の
た
め
、
現
場
に
放
火
し
て
一
名
が
死
亡
、
も
う
一
名
が
負
傷
。
周
到
で
綿
密
な
計
画
性
。
登
山
用
ナ
イ
フ
や
ハ
ン
マ
ー
を
準
備
。
証
拠
隠
滅
。

共
犯
、
主
導
性
、
少
年
院
在
院
中
に
知
り
合
っ
た
一
七
歳
の
友
人
を
引
き
ず
り
込
む
。
窃
盗
で
保
護
観
察
、
少
年
院
送
致
。
犯
行
当
時
二

0
歳
。
改
悛

【

1
C
1
4
0
S
1
1
2】

最
判
昭
四
六
年
二
月
二
三
日
裁
判
集
刑
一
七
九
号
九
七
頁
《
第
一
審
無
期
懲
役
〉

最
判
昭
四
五
年
四
月
一
六
日
刑
資
ニ
―
三
号
二
九
二
頁

被
告
人
の
兄
弟
が
慰
謝
に
努
め
る
。
改
悛
の
情
な
し
。

【

1
C
1
4
0
s
_
1
1】

四

(
―
二
六

0
)



死
刑
を
言
渡
し
た
。

最
判
昭
四
七
年
二
月
二
二

日
裁
判
集
刑

一
八
三
号
二
六
九
頁

窃
盗
が
露
見
す
る
こ
と
を
恐
れ
、

最
判
昭
四
八
年
三
月
二
日
裁
判
集
刑
一
八
六
号
二
0
五
頁
〈
第
一
審
無
期
懲
役
〉

(―

二
五
九
）

競
輪
で
で
き
た
借
金
の
金
策
に
苦
慮
し
、
同
僚
の
留
守
中
に
そ
の
妻
に
借
用
を
懇
願
し
た
も
の
の
、
承
諾
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
強
姦
し
て
そ
の
弱

み
に
つ
け
込
ん
で
借
用
を
承
諾
さ
せ
よ
う
と
強
姦
、
借
用
を
拒
否
さ
れ
た
た
め
、
両
手
及
び
紐
で
絞
殺
、
金
品
強
取
。
犯
行
後
に
競
輪
、
犯
跡
隠
蔽
、

責
任
回
避
。
窃
盗
罪
で
執
行
猶
予
。
被
害
感
情
厳
し
い
。
深
い
反
省
な
し
。
第
一
審
は
、
①
計
画
的
犯
行
で
は
な
い
こ
と
、
②
金
策
に
困
っ
て
切
羽

詰
ま
っ
た
精
神
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
、
③
窃
盗
罪
以
外
の
前
科
が
な
い
こ
と
、
④
悔
悟
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
こ
と
、
固
兄
ら
が
香
典
や
慰
謝
料

を
払
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
無
期
懲
役
を
言
渡
し
た
。
控
訴
審
は
、
い
強
姦
が
偶
発
的
と
は
言
え
な
い
こ
と
、
閲
非
常
手
段
に
訴
え
て
で

も
金
員
を
入
手
す
べ
き
事
態
に
な
る
と
の
予
想
の
下
に
敢
行
さ
れ
た
こ
と
、
国
犯
行
後
に
悔
悟
の
態
度
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
い
被
害
感
情
が

厳
し
い
こ
と
、
い
団
地
開
設
当
初
の
犯
行
で
近
隣
住
民
の
不
安
感
が
高
ま
っ
た
こ
と
、
（
生
活
態
度
が
人
並
み
で
は
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、

パ
チ
ン
コ
で
で
き
た
借
金
に
困
っ
て
、
同
僚
の
妻
を
強
姦
し
て
金
員
を
強
取
し
よ
う
と
考
え
、
強
姦
し
た
と
こ
ろ
抵
抗
さ
れ
た
た
め
、
殺
害
を
決
意

し
、
手
で
絞
殺
、
七
か
月
の
子
を
寝
か
せ
て
放
火
し
、
金
品
を
強
取
し
て
逃
走
、
火
は
女
性
の
夫
に
消
し
止
め
ら
れ
た
た
め
、
子
の
殺
害
に
は
失
敗
。

い
っ
そ
の
こ
と
強
殺
に
よ
っ
て
金
品
を
得
よ
う
と
考
え
、
練
炭
火
鉢
を
投
げ
付
け
て
知
人
の
内
縁
の
妻
を
殺
害
、

知
人
に
対
す
る
殺
人
未
遂
、
金
品
強
取
。
他
に
窃
盗
。
窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
に
よ
り
服
役
、
強
盗
殺
人
罪
に
よ
り
無
期
懲
役
、
仮
出
獄
中
の
犯
行
。
反
省
。

農
協
の
宿
直
員
を
鈍
で
切
り
付
け
、
頸
部
を
切
断
し
て
殺
害
、
大
型
金
庫
の
扉
を
予
め
窃
取
し
た
ガ
ス
切
断
器
で
焼
き
切
ろ
う
と
す
る
も
失
敗
。
別

【

l
C
1
4
0
S
1
1
7】

【

1
C
1
4
0
s
_
1
6
L
i】

放
火
の
際
に
ガ
ス
の
火
の
不
始
末
を
装
う
な
ど
綿
密
な
配
慮
゜

【

l
C
1
4
0
s
_
1
5】

最
判
昭
四
六
年
三
月
九
日
刑
資
ニ
―
三
号
三
九
四
頁

関

法

第

六

二
巻

三

号

四



て
が
棄
却
さ
れ
て
確
定
）

【

1
C
1
4
0
s
_
1
9
-

【

l
C
1
4
0
s
_
1
8】

最
判
昭
四
八
年
九
月
二
七
日
裁
判
集
刑

一
九

0
号
四

0
一
頁

四

の
金
融
機
関
を
下
見
。
他
に
事
後
強
盗
致
傷
。
周
到
な
準
備
、
計
画
性
。
罪
証
隠
滅
に
腐
心
。
第
一
審
は
、
①
被
告
人
が
二
0
歳
代
で
あ
る
こ
と
、

②
窃
盗
の
前
科
を
持
つ
者
か
ら
金
庫
破
り
を
勧
誘
さ
れ
る
ま
で
は
社
会
人
と
し
て
生
活
を
し
て
き
た
こ
と
、
③
不
遇
な
家
庭
環
境
、
い
当
初
は
金

庫
破
り
を
誘
っ
た
者
が
主
導
し
積
極
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
、
固
反
社
会
的
危
険
性
が
定
着
し
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
断
じ
得
な
い
こ
と
、

⑥
犯
行
を
詳
細
に
自
供
し
た
こ
と
、
切
改
悛
の
情
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
無
期
懲
役
を
言
渡
し
た
。
控
訴
審
は
、

い

大
胆
で
冷

酷
な
犯
行
で
あ
る
こ
と
、
閲
周
到
に
計
画
し
準
備
さ
れ
た
犯
行
で
あ
る
こ
と
、

い

動
機
に
諒
察
す
べ
き
事
情
が
な
い
こ
と
、
い
拘
置
所
か
ら
逃
走

し
よ
う
と
し
た
り
、
反
則
を
働
い
た
り
、
第

一
審
判
決
言
渡
し
後
に
被
害
者
遺
族
に
舌
を
出
し
て
眼
を
む
い
た
り
す
る
な
ど
反
省
が
見
受
け
ら
れ
な
い

こ
と
、

い

犯
罪
的
性
格
は
改
善
し
難
く
定
着
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
死
刑
を
言
渡
し
た
。

職
場
の
元
同
僚
と
共
謀
し
て
金
融
業
者
か
ら
金
員
を
強
取
し
よ
う
と
考
え
、
騒
が
れ
た
た
め
、
お
手
伝
い
さ
ん
を
手
拭
い
で
絞
殺
。
金
融
業
者
に
銀

行
か
ら
金
員
を
持
参
さ
せ
、
強
取
、
犯
跡
隠
蔽
の
た
め
、
共
犯
者
と
ビ
ニ
ー
ル
コ
ー
ド
を
引

っ
張

っ
て
絞
頸
、
殺
人
未
遂
。
強
盗
に
つ
い
て
計
画
性
。

共
犯
、

主
導
性
、
た
め
ら
う
共
犯
者
を
再
三
誘
引
、
共
犯
者
は
無
期
懲
役
。
脅
迫
罪
や
傷
害
罪
な
ど
に
よ
り
執
行
猶
予
中
の
犯
行
。
犯
行
後
に
逃
亡
、

遊
興
。
共
犯
者
に
責
任
転
嫁
、
第
一
審
後
半
途
中
で
共
謀
を
否
認
。
悔
悟
の
情
な
し
。

最
判
昭
四
九
年

―
二
月
二
0
日
裁
判
集
刑

一
九
四
号
四

一
五
頁

（判
決
訂
正
申
立
て
が
な
さ
れ
、
昭
和
五

0
年

一
月
二
九
日
に
申
立

共
犯
者
と
共
謀
し
、
金
融
業
者
に
睡
眠
薬
を
飲
ま
せ
て
昏
睡
さ
せ
、
麻
紐
で
絞
殺
、
現
金
四
八
二
万
円
な
ど
を
強
取
、
死
体
遺
棄
。
綿
密
な
準
備
を

す
る
計
画
性
、
死
体
を
遺
棄
す
る
穴
を
予
め
掘
っ
て
準
備
。
共
犯
、
首
謀
者
、
共
犯
者
は
無
期
懲
役
と
懲
役
三
年
六
月
。

価
証
券
偽
造
罪
、
同
行
使
罪
に
よ
り
二
回
服
役
、
犯
人
隠
秘
教
唆
罪
な
ど
に
よ
り
罰
金
刑
二
回
。
被
害
者
遺
族
へ
の
打
撃
大
き
い
。
深
く
反
省
。

最
高
裁
に
お
い
て
昭
和
四

0
年
代
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧

一
年
間
逃
亡
。
詐
欺
罪
、
有

（
―
二
五
八
）



【

l
d
1
4
0
S
I
5】

最
判
昭
四
四
年
―

二
月
五
日
裁
判
集
刑
一
七
四
号
二
0
三
頁

八
歳
女
児
を
強
制
わ
い
せ
つ
の
目
的
で
公
固
便
所
に
連
れ
込
ん
で
所
携
の
タ
オ
ル
で
首
を
絞
め
て
仮
死
状
態
に
し
て
強
姦
、
犯
跡
隠
蔽
の
た
め
に
便

漕
内
に
投
げ
込
ん
で
汚
物
を
吸
入
さ
せ
窒
息
死
さ
せ
た
。
便
所
の
覗
き
や
ス
カ
ー
ト
め
く
り
に
よ
る
検
挙
歴
あ
り
。
知
的
能
力
低
い
。
工
場
内
で
火
傷

強
姦
後
、
犯
跡
隠
蔽
の
た
め
両
手
で
絞
殺
、
死
体
遺
棄
、
腕
時
計
窃
取
。
他
に
強
姦
致
傷
。
強
姦
致
傷
に
よ
る
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
中
。
示
談
で

六
歳
女
児
に
わ
い
せ
つ
行
為
を
行
な
う
目
的
で
犯
行
中
に
強
姦
を
決
意
し
て
実
行
、
犯
行
の
発
覚
を
恐
れ
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
塊
で
撲
殺
。
窃
盗
罪
に

よ
る
執
行
猶
予
中
の
犯
行
。
他
に
女
児
に
対
す
る
強
姦
致
傷
、
強
制
わ
い
せ
つ
致
傷
、
強
制
わ
い
せ
つ

。
貧
し
い
家
庭
環
境
。

妻
に
離
婚
調
停
を
申
立
て
ら
れ
て
憤
慨
し
、
通
行
人
の
女
子
中
学
生
を
監
禁
、
強
姦
、

罪
に
よ
り
少
年
院
送
致
三
回
、
窃
盗
罪
に
よ
る
執
行
猶
予
中
に
窃
盗
罪
に
よ
り
服
役
、
執
行
猶
予
取
消
し
、
傷
害
罪
や
脅
迫
罪
な
ど
に
よ
り
服
役
。
妻

の
収
入
で
生
活
。
第
一
審
は
、
偶
発
的
犯
行
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
無
期
懲
役
を
言
渡
し
た
。
控
訴
審
は
、
前
科
な
ど
を
挙
げ
て
反
社
会
的
性

格
に
起
因
す
る
犯
行
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
死
刑
を
言
渡
し
た
。

【

l
d
,
4
0
s
,
4】

【

1
d
_
4
0
s
_
3】

最
判
昭
四
二
年
九
月
二
二

日
刑
資
一
八
九
号
三
五
七
頁

最
判
昭
四
二
年
五
月
二
五
日
刑
資

一
八
九
号
三
七
二
頁

約
し
た
金
員
未
払
。
改
悛
疑
わ
し
い
。

【

1
d
_
4
0
s
_
2】

最
判
昭
四
一
年
四
月
八
日
裁
判
集
刑
一
五
九
号
一
三
五
頁

し
て
歩
行
困
難
と
な
り
福
祉
施
設
入
所
中
の
犯
行
。

【

l
d
1
4
0
S
l
1】

④

性

的

目

的

最
判
昭
四

0
年
―

二
月
一
七
日
刑
資
一
九
三
号
六

0
三
頁

関

法

第

六

二
巻

三

号

コ
ー
ド
で
絞
殺
、
死
体
遺
棄
。
偶
発
的
犯
行
。
虞
犯
と
窃
盗

四
四

(―

二
五
七
）



最
高
裁
に
お
い
て
昭
和
四

0
年
代
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧

自
首
を
勧
め
ら
れ
て
も
拒
否
、
供
述
は
消
極
的
で
回
避
的
、
供
述
変
遷
、

【

1
d
1
4
0
S
I
8】

【

1
d
_
4
0
s
_
7
J】

四
五

(
―
二
五
六
）

犯
跡
隠
蔽
の
た
め
、
え
ら
さ
き
包
丁
で
刺
殺
し
て
強
姦
殺
人
。
他
に
強
姦
殺
人
未
遂
、
四
歳
女
児
に
対
す
る
強
制
わ
い
せ
つ
殺
人
未
遂
。
強
制
わ
い

せ
つ
致
傷
罪
に
よ
り
執
行
猶
予
、
強
姦
致
傷
罪
に
よ
り
服
役
、
執
行
猶
予
取
消
し
、
傷
害
罪
に
よ
る
罰
金
刑
。
犯
行
後
に
逃
走
。
知
的
能
力
若
干
低
い
。

継
母
の
連
れ
子
を
強
姦
し
、
両
手
で
絞
殺
、
死
体
遺
棄
。
窃
盗
罪
、
傷
害
罪
に
よ
る
少
年
院
送
致
二
回
、
四
回
服
役
。
収
容
中
の
反
則
多
く
、
処
遇

困
難
。
性
格
異
常
。
犯
跡
隠
蔽
の
た
め
、
匿
名
で
誘
拐
犯
人
を
装
い
架
電
、
偽
装
工
作
。
逮
捕
後
も
転
々
と
供
述
を
翻
し
、
犯
行
の
主
要
部
分
を
否
認
、

反
省
な
し
。

最
判
昭
四
七
年
六
月
二
七
日
裁
判
集
刑

一
八
四
号
七
八
五
頁
《
第
一
審
無
期
懲
役
〉
(
【J
l
_
8】
)

所
携
の
切
出
し
小
刀
で
刺
突
し
て
強
姦
、
失
血
死
さ
せ
る
。
犯
行
後
、
逮
捕
を
免
れ
る
た
め
、
建
造
物
に
侵
入
。
強
姦
致
傷
罪
に
よ
り
保
護
観
察
。

本
件
前
に
も
強
姦
目
的
で
女
子
中
学
生
や
女
子
高
校
生
を
追
い
か
け
る
。
犯
行
当
時
一
九
歳
。
精
神
病
質
。
第

一
審
は
、
①
不
幸
な
境
遇
に
あ

っ
た

こ
と
、
②
保
護
観
察
中
に
更
生
の
努
力
を
し
た
こ
と
、
③
犯
行
当
時
少
年
で
あ
っ
た
こ
と
、
い
改
善
す
る

一
抹
の
希
望
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘

し
、
無
期
懲
役
を
言
渡
し
た
。
控
訴
審
は
、

い

計
画
性
が
あ

っ
た
こ
と
、

固

犯
行
態
様
が
残
虐
で
あ

っ
た
こ
と
、

い

反
省
を
示
さ
ず
、
謝
罪
が
な

い
こ
と
、

印

社
会
的
影
響
が
大
き
い
こ
と
、

因

被
害
感
情
が
厳
し
い
こ
と
、

（

犯
罪
的
危
険
性
や
社
会
的
危
険
性
が
高
度
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
指

摘
し
、
死
刑
を
言
渡
し
た
。

通
り
す
が
り
の
高
校
生
を
強
姦
、
逃
走
す
る
た
め
、
両
手
で
絞
殺
、
死
体
遺
棄
。
強
盗
強
姦
罪
な
ど
に
よ
り
服
役
、
仮
出
獄
中
の
犯
行
。
従
兄
か
ら

【

1

d
1
4
0
S
I
6

】

最
判
昭
四
七
年
七
月

一
八
日
刑
資
ニ

―
六
号
七
二
頁

〈第

一
審
無
期
懲
役
〉

一
時
否
認
。
悔
悟
の
情
不
十
分
。
第

一
審
は
、
田
計
画
的
犯
行
で
は
な
い

最
判
昭
四
五
年
二
月
二
0
日
裁
判
集
刑

一
七
五
号
一

0
三
頁

多
子
貧
困
家
庭
。
取
調
べ
に
対
し
犯
行
を
全
て
自
白
。



【

l
e
_
4
0
s
_
3】

名
手
配
後
に
新
聞
社
を
介
し
て
警
察
に
出
頭
、
余
罪
を
積
極
的
に
供
述
。
朝
鮮
籍
で
苦
労
。
正
業
に
就
か
ず
。

（
―
二
五
五
）

こ
と
、
②
前
科
は
少
年
期
の
犯
行
で
あ
る
こ
と
、
③
仮
出
獄
後
に
更
生
の
努
力
を
し
て
い
る
こ
と
、
④
悔
悟
の
情
が
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
、
⑤
矯

正
不
可
能
で
は
な
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
無
期
懲
役
を
言
渡
し
た
。
控
訴
審
は
、
い
仮
出
獄
中
の
犯
行
で
あ
る
こ
と
、
閲
残
虐
で
あ
る
こ
と
、
団

飲
食
代
金
の
支
払
を
口
実
に
内
縁
の
夫
が
出
張
中
の
女
性
宅
に
上
が
り
込
み
、
肉
体
関
係
を
求
め
る
も
拒
絶
さ
れ
、
飲
食
代
金
の
支
払
が
で
き
な
い

こ
と
に
嫌
み
を
言
わ
れ
た
た
め
、
憤
慨
し
て
殺
害
し
よ
う
と
紐
で
首
を
絞
め
、
強
姦
後
に
タ
オ
ル
で
絞
殺
。
殺
害
も
強
姦
も
計
画
性
な
し
。
他
に
強
盗
、

詐
欺
、
窃
盗
、
恐
喝
、
傷
害
。
少
年
時
に
強
盗
致
傷
罪
で
保
護
観
察
、
成
人
後
に
傷
害
致
死
罪
に
よ
り
執
行
猶
予
、
傷
害
罪
に
よ
り
罰
金
刑
二
回
。
指

既
婚
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
た
ま
ま
高
校
生
と
婚
約
し
た
も
の
の
、
定
職
に
就
か
ず
、
女
性
関
係
が
放
埒
で
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
で
金
銭
を
費
消
す
る
な
ど

し
た
た
め
、
婚
約
が
破
棄
さ
れ
て
生
活
に
困
窮
し
た
こ
と
を
逆
恨
み
し
て
、
所
携
の
手
斧
で
元
婚
約
者
の
父
を
殺
害
、
元
婚
約
者
を
含
む
家
族
三
人
に

対
す
る
殺
人
未
遂
に
よ
り
手
指
欠
損
な
ど
の
障
害
を
負
わ
せ
る
。
用
意
周
到
な
計
画
性
。
家
族
の
自
首
の
勧
め
を
拒
否
し
て
逃
走
。
被
害
者

一
家
は
被

告
人
の
不
行
跡
に
婚
約
破
棄
に
至
る
ま
で
は
寛
大
。
窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
に
よ
り
三
回
服
役
。
特
有
の
欺
睛
癖
。
反
省
な
し
。

融
資
を
得
る
際
の
ト
ラ
ブ
ル
か
ら
七
六
歳
男
性
を
暴
行
、
失
神
状
態
と
な
っ
た
の
を
奇
貨
と
し
て
貯
金
通
帳
を
強
取
し
よ
う
と
手
鈍
で
殴
打
し
て
殺

害
、
死
体
遺
棄
、
預
金
を
醒
取
。
窃
盗
罪
に
よ
る
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
中
の
犯
行
。
計
画
性
な
し
。
被
害
者
が
嘲
笑
的
言
辞
。
勤
務
先
か
ら
の
商
品
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最
判
昭
四

0
年
九
月
一
七
日
刑
資
一
九
三
号
五
六
七
頁
《
第
一
審
無
期
懲
役
〉

最
判
昭
四

0
年
七
月
二
0
日
裁
判
集
刑
一
五
六
号
ニ―

七
頁

最
判
昭
四

0
年
一
月
三
一

日
裁
判
集
刑
一
五
四
号
一
四
五
頁

固

愛

憎

ほ

か

改
悛
の
情
が
な
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
死
刑
を
言
渡
し
た
。

関

法

第

六

二
巻

三

号

四
六
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四
七

等
の
横
流
し
を
累
行
。
第

一
審
は
知
的
能
力
が
低
い
と
認
定
し
、
特
に
理
由
を
示
さ
ず
、
無
期
懲
役
を
言
渡
し
た
。
控
訴
審
は
、

い

犯
行
が
残
虐
で

あ
る
こ
と
、

固

犯
跡
を
隠
蔽
し
た
こ
と
が
用
意
周
到
で
あ
る
こ
と
、

団

無
軌
道
な
素
行
不
良
者
で
本
件
が
粗
暴
な
犯
罪
的
性
格
の
所
産
で
あ
っ
た
こ

と
、
い
被
害
者
が
や
や
強
く
交
渉
し
た
も
の
の
責
め
ら
れ
る
べ
き
事
情
が
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
死
刑
を
言
渡
し
た
。

最
判
昭
四
三
年
七
月

一
六
日
裁
判
集
刑
一
六
八
号
五
六

一
頁

通
行
人
を
果
物
ナ
イ
フ
で
刺
突
し
て
金
品
を
強
取
し
、
ど
ぶ
川
に
突
き
落
と
し
て
窒
息
死
さ
せ
て
殺
害
。
刑
余
者
と
し
て
親
族
か
ら
見
放
さ
れ
た
こ

と
を
悲
観
し
、
耳
目
を
集
め
る
事
件
を
起
こ
し
て
親
族
に
精
神
的
打
撃
を
与
え
る
た
め
の
犯
行
。
他
に
窃
盗
三
件
。
窃
盗
罪
に
よ
り
少
年
院
送
致
、
五

回
服
役
。
男
色
交
渉
の
も
つ
れ
か
ら
男
娼
を
殺
害
、
満
期
出
所
か
ら
四
か
月
余
り
後
の
犯
行
。
不
遇
な
家
庭
環
境
。
反
省
悔
悟
な
し
。

最
判
昭
四
五
年
三
月
二
六
日
裁
判
集
刑
一
七
五
号
五

―一

頁
〈
第

一
審
無
期
懲
役
》

刑
務
所
で
知
り
合
っ
た
男
性
が
仕
事
を
紹
介
せ
ず
、
ほ
と
ん
ど
給
料
を
渡
さ
な
い
ま
ま
自
ら
の
仕
事
の
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
こ
と
に
腹
を
立
て
、

斧
で
頸
部
と
頭
部
を
強
打
し
、
殺
害
、
死
体
遺
棄
。
他
に
、
強
盗
致
死
、
強
盗
致
傷
、
窃
盗
二
件
。
怠
学
な
ど
に
よ
る
施
設
収
容
歴
、
窃
盗
罪
に
よ
り

少
年
院
送
致
二
回
、
窃
盗
罪
と
強
盗
罪
な
ど
に
よ
り
二
回
服
役
、
仮
出
獄
中
の
犯
行
。
第
一
審
は
、
①
動
機
に
憫
諒
す
べ
き
点
が
あ
る
こ
と
、
②
改

悛
の
情
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
無
期
懲
役
を
言
渡
し
た
。
控
訴
審
は
、

田

計
画
的
犯
行
で
あ
る
こ
と
、
但
強
盗
致
死
・
強
盗
致
傷
事

件
の
際
に
は
鉄
棒
を
携
行
し
て
い
た
こ
と
、

国

改
悛
の
情
も
認
め
難
い
こ
と
、
い
慰
謝
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
死
刑

を
言
渡
し
た
。

最
判
昭
四
六
年
四
月
二
二

日
刑
集
二
五
巻
三
号
五
三
0
頁

人
妻
と
同
棲
す
る
も
破
局
、
同
女
へ
の
憎
悪
と
社
会
へ
の
鬱
憤
を
晴
ら
そ
う
と
、
電
車
に
時
限
爆
弾
を
仕
掛
け
、
乗
客

一
名
を
殺
害
、

害
に
失
敗
、

二
名
を
傷
害
、
電
車
破
壊
。
社
会
的
影
響
大
き
い
。
軽
度
の
言
語
障
害
。

最
高
裁
に
お
い
て
昭
和
四

0
年
代
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧

（
―
二

五
四
）

―
二
名
の
殺



【

l
X
1
4
0
S
I
1】

い

そ

の

他

拳
銃
奪
取
目
的

最
判
昭
四
三
年
四
月
―

二
日
刑
資
一
八
九
号
四
七
七
頁

最
判
昭
四
四
年

一
0
月
二
日
裁
判
集
刑
一
七
三
号
三

一
頁
《
第

一
審
無
期
懲
役
〉

(
J
1
i
6
)

拳
銃
を
入
手
す
る
目
的
で
虚
偽
の
通
報
を
行
な
っ
て
警
察
官
を
呼
び
出
し
、

モ
デ
ル
ガ
ン
の
ラ
イ
フ
ル
銃
を
発
射
、
失
血
死
さ
せ
る
と
と
も
に
拳
銃

な
ど
を
強
取
。
警
察
官
に
対
す
る
拳
銃
発
射
に
よ
る
殺
人
未
遂
。
拳
銃
を
利
用
し
た
脅
迫
と
自
動
車
の
強
取
・
監
禁
を
繰
り
返
し
た
後
、
銃
砲
店
で
ラ

イ
フ
ル
銃
を
強
取
し
、
同
店
を
包
囲
し
た
警
察
官
や
報
道
関
係
者
な
ど
に
発
砲
、

一
五
名
を
負
傷
さ
せ
る
。
銃
に
強
い
関
心
を
持
ち
、
ラ
イ
フ
ル
銃
で

射
撃
の
練
習
。
拳
銃
を
強
取
す
る
た
め
に
綿
密
な
下
調
べ
、
準
備
、
下
見
な
ど
周
到
な
計
画
性
。
社
会
的
影
響
大
き
い
。
小
学
校
時
代
に
母
が
死
亡
し
、

放
任
状
態
に
。
友
人
少
な
く
、
閉
鎖
的
な
世
界
。
犯
行
当
時
一
八
歳
。
性
格
異
常
。
反
省
。
第
一
審
は
、
田
思
慮
分
別
が
未
熟
で
現
実
と
空
想
と
を

分
化
し
識
別
す
る
能
力
が
や
や
低
下
し
た
状
態
で
計
画
し
て
実
行
し
た
こ
と
、
②
殺
害
の
計
画
性
が
低
い
こ
と
、
③
反
省
悔
悟
が
見
受
け
ら
れ
る
こ

と
、
④
不
遇
な
生
育
歴
、
⑤
被
教
育
適
格
が
あ
る
こ
と
、
固
更
生
可
能
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
無
期
懲
役
を
言
渡
し
た
。
控
訴
審
は
、

田
現
実
社
会
に
対
す
る
認
識
が
希
薄
と
は
言
え
な
い
こ
と
、
閲

警
察
官
の
殺
害
を
当
初
か
ら
意
図
し
て
い
た
こ
と
、

い

拳
銃
入
手
の
た
め
に
は
あ

ら
ゆ
る
障
害
を
排
除
す
る
強
い
意
思
が
あ

っ
た
こ
と
、
い
矯
正
可
能
と
断
定
し
難
い
こ
と
な
ど
指
摘
し
、
死
刑
を
言
渡
し
た
。

警
察
官
か
ら
拳
銃
を
奪
お
う
と
、
く
り
小
刀
で
刺
殺
、
拳
銃
を
強
取
。
同
棲
相
手
を
拳
銃
で
脅
迫
し
て
復
縁
を
迫
ろ
う
と
考
え
て
の
犯
行
。
傷
害
罪

な
ど
に
よ
る
保
護
観
察
や
罰
金
刑
、
道
路
交
通
法
違
反
に
よ
る
執
行
猶
予
。
知
能
限
界
級
。

被
告
人
と
妻
の
病
気
療
養
で
経
済
的
に
困
窮
す
る
も
働
か
ず
、
後
記
の
強
盗
致
傷
で
逮
捕
勾
留
さ
れ
、
前
科
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
離
婚
調
停
を
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最
判
昭
四
五
年
三
月
二
六
H
刑
資
ニ
―
三
号
二
0
0
頁

関

法
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三

号

四
八

(
―
二
五
三
）



最
高
裁
に
お
い
て
昭
和
四

0
年
代
に
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧

申
立
て
ら
れ
た
こ
と
に
憤
慨
し
、
保
釈
中
に
妻
と
そ
の
叔
母
を
時
計
・
三
ツ
鍬
・
ア
イ
ロ
ン
で
強
打
し
て
殺
人
未
遂
。
逃
走
中
に
蔵
匿
を
依
頼
さ
れ
承

諾
し
た
女
性
を
通
報
さ
れ
る
な
ど
し
て
警
察
官
に
逮
捕
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
不
安
を
感
じ
て
所
携
の
出
刃
包
丁
で
刺
殺
。
他
に
強
盗
致
傷
、
強
盗
、

事
後
強
盗
二
件
、
窃
盗
八
件
、
窃
盗
未
遂
な
ど
。
窃
盗
罪
に
よ
り
執
行
猶
予
。
殺
人
未
遂
後
も
妻
を
殺
害
す
る
強
い
意
思
。
罪
責
を
妻
に
転
嫁
す
る
遺

書
を
作
成
。
反
省
な
し
。

最
判
昭
四
五
年
八
月
二
0
日
刑
資
ニ
―
三
号
一

八
八
頁
〈
第
一
審
無
期
懲
役
〉

(【J
l
_
7
x】

)

結
婚
詐
欺
を
隠
蔽
し
よ
う
と
被
害
女
性
を
ハ
ン
ド
ル
カ
バ
ー
で
絞
殺
、
金
品
を
強
取
、
死
体
遺
棄
。
計
画
性
。
弁
護
士
法
違
反
に
よ
る
逮
捕
歴
。
第

一
審
は
、
①
貧
困
家
庭
で
育
っ
た
こ
と
、
②
結
婚
詐
欺
が
目
的
で
被
害
者
に
近
付
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
③
異
常
性
、
残
虐
性
、
嗜
虐
性
が

認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
④
犯
行
当
時

一
九
歳
の
少
年
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
無
期
懲
役
を
言
渡
し
た
。
控
訴
審
は
、
国
犯
行
後
に
飲
食
店

の
開
店
披
露
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
、
閲
計
画
的
で
あ
る
こ
と
、

い

被
害
感
情
が
厳
し
い
こ
と
、
い

法
な
債
権
取
立
て
な
ど
に
従
事
す
る
と
と
も
に
月
賦
名
目
に
物
品
を
詐
取
す
る
な
ど
成
人
も
遠
く
及
ば
な
い
域
に
達
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、

死
刑
を
言
渡
し
た
。

四
九

(1
)

拙
稿
「
最
高
裁
に
お
い
て
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
以
降
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
一
覧
（
裁
判
集
刑
二
九
二
号
ま
で
）
」
関
西
大
学
法
学

論
集
五
九
巻
一
号
（
二

0
0
九
）
一
〇
九
頁
以
下
、
同
「
最
高
裁
に
お
い
て
平
成
二

0
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
一
覧
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五

九
巻
六
号
（
二

0
0
九
）
一

0
0
頁
以
下
、
同
「
最
高
裁
に
お
い
て
平
成
ニ

―
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
一
覧
」
関
西
大
学
法
学
論
集
六

0
巻
六

号
（
二
0
1
―
)
五
九
頁
以
下
、
同
「
最
高
裁
に
お
い
て
平
成
二
二
年
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
一
覧

（付
．
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
平
成
二
二
年

に
言
渡
さ
れ
た
死
刑
判
決

一覧）
」
関
西
大
学
法
学
論
集
六

一
巻
六
号

（二

0
―
二
）
一

八
四
頁
以
下
。
犯
行
当
時
少
年
の
被
告
人
に
対
す
る
死

刑
判
決
の
一
覧
と
し
て
、
同
「
最
高
裁
に
お
い
て
第
二
次
世
界
大
戦
終
戦
後
に
犯
行
当
時
少
年
の
被
告
人
に
対
し
て
確
定
し
た
死
刑
判
決

一
覧
」

関
西
大
学
法
学
論
集
五
九
巻
二
号
（
二
0
0
九
）
一
四
四
頁
以
下
。
最
高
裁
に
お
い
て
永
山
事
件
第
一
次
上
告
審
判
決
以
降
平
成
二
0
年
（
二
〇

0
八
年
）
末
ま
で
に
確
定
し
た
死
刑
判
決
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、
拙
著
『
死
刑
選
択
基
準
の
研
究
』
（
関
西
大
学
出
版
部
、

二
0
1
0
)
ニ

【

l
X
1
4
0
S
I
2
J】

（
―
二
五
二）

一
八
歳
前
後
に
詐
欺
同
然
の
外
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